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アルプス公園南側開園部及び未整備地基本計画策定業務委託プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

本実施要領は、「アルプス公園南側開園部及び未整備地基本計画策定業務委託」の受

注者を公募型プロポーザル方式により選定することを目的として定めるものである。 

 

２ 業務概要 

⑴ 名称 

アルプス公園南側開園部及び未整備地基本計画策定業務委託 

⑵ 対象区域 

別添１「アルプス公園南側開園部及び未整備地基本計画策定業務委託 位置図」 

⑶ 期間 

契約日から令和６年３月２９日（金）まで 

⑷ 契約限度額 

６，４９０，０００円（税込） 

⑸ 内容 

別添２「アルプス公園南側開園部及び未整備地基本計画策定業務委託 特記仕様書

（案）」のとおり 

 

３ 参加資格 

プロポーザルに参加する者（以下、「参加者」という。）の資格要件等は、次のとお

りとする。 

⑴ 参加資格要件 

配置予定の管理技術者について、以下の要件を満たすこと。 

ア  技術士法３２条により登録された直接雇用する技術士（建設部門「都市及び地

方計画」）又はＲＣＣＭ（「造園」 又は「都市計画 及び地方計画」）のいずれかの

資格を有すること。 

⑵ 失格要件 

参加者が次の要件に該当する場合は、失格とする。 

ア 参加資格に定めた要件が備わっていないとき 

イ 提出書類に虚偽又は不正があったとき 

⑶ その他 

ア 本市の入札参加資格を有していること。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き中でないこと。 



2 

 

エ 松本市暴力団排除条例（平成２４年松本市条例第３号）第２条第２号に規定す

る暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

オ 公告日から受託候補者の特定までの期間に、松本市建設工事等入札参加資格者

に係る指名停止要領及び松本市製造の請負、物件の供給等入札参加資格者に係る

指名停止要領に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

 

４ スケジュール 

 令和５年 ９月２８日（木） 公告 

 令和５年 ９月２８日（木）～１０月１２日（木） 質問書受付期間（午前１２時 

                         必着） 

 令和５年１０月２３日（月） 参加表明書等提出期限（午前１２時必着） 

                 質問への回答 

 令和５年１０月３０日（月） 参加資格審査結果通知 

 令和５年１１月１０日（金） 技術提案書提出期限（午前１２時必着） 

 令和５年１１月１５日（水）   プレゼンテーション及びヒアリング審査(予定) 

以   降      選定結果通知及び契約締結 

 

５ 質問の受付及び回答 

⑴ 質問書の提出 

ア 提出方法 

質問は、別添３「アルプス公園南側開園部及び未整備地基本計画策定業務委託 

公募型プロポーザルに関する質問書」により、持参、郵送又は電子メール（必ず

郵送・送信したことを電話連絡すること）で行うこと。 

イ 提出先 

松本市 建設部 公園緑地課  

〒３９０－０８７４ 長野県松本市大手３丁目８番１３号 

TEL ０２６３－３４－３２５４ 

Email kouen@city.matsumoto.lg.jp 

担当 丸山（まるやま） 

ウ 受付期間 

令和５年９月２８日（木）から令和５年１０月１２日（木）まで（午前１２時必

着） 

⑵ 質問への回答 

令和５年１０月２３日（月）までに、電子メールで回答予定 

 

６ 参加表明書等の提出 

⑴  提出方法 

参加表明書等の提出は、持参、郵送（書留郵便）又は電子メールで行うこと。 

電子メールで提出する場合は、必ず送信したことを電話連絡し、後日原本を持参
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又は郵送すること。 

持参又は郵送の場合は、書面に加えて電子データ（ＰＤＦ形式）を添付すること。 

⑵ 提出先 

５⑴イに同じ 

⑶ 提出期限 

令和５年１０月２３日（月）まで （午前１２時必着） 

⑷ 提出書類等 

必要書類及び様式 内容に関する留意事項 

参加表明書 

様式第１号 

 

業務実施体制 

様式第２号 

１ 配置予定の管理技術者、担当技術者を記載する。 

２ 担当技術者は、最大５名までとする。 

このうち、主たる担当技術者に◎をつける。 

３ 他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託

する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実

施する場合は、再委託先又は協力先及びその理由（企業の

技術的特徴等）を記載する。 

ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。 

予定技術者の経歴 

様式第３号 

１ 配置予定の管理技術者、担当技術者の別を記載する。 

２ 本業務に関わる専門分野における主な経歴及びアピー

ルポイント及び公園の整備に関わる計画策定業務の実績

を記載する。 

３ 手持ち業務は、松本市以外の発注者（国内外を問わない）

のものを含め全て記載する。 

４ 手持ち業務とは以下のものを指す。 

 ⑴ 管理技術者 

   管理技術者となっている請負額 500万円以上の業務 

 ⑵ 担当技術者 

   管理技術者又は担当技術者となっている請負額 500万 

円以上の業務 

５ 本業務以外で、プロポーザル方式により配置予定技術者

として特定された未契約業務がある場合は、手持ち業務の

記載対象とし、業務名のあとに「特定済」と明記する。 

６ 配置予定技術者１名につき１枚記載する。 
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７ 技術提案書の提出 

参加者は、次に掲げる書類を作成し、提出すること。 

⑴  特定テーマ 

業務の実施にあたり、以下４点について、他都市における実績や最新の知見を基

にした提案を求める。 

ア 基本計画策定にあたって、着眼点と検討の具体的手法の提案 

イ 未整備地と展望広場周辺について、提言書の内容に沿った具体的手法の提案 

ウ サウンディング調査を基本計画に反映する手法の提案 

エ 南側開園部の課題について、対応方針の提案 

⑵ 留意事項 

ア 用紙サイズは、日本産業規格Ａ４版とする。 

イ 電子データはＰＤＦ形式とし、ファイル総容量５０メガバイト以内とする。 

ウ 文字サイズは、原則として１０ポイント以上とする。 

エ 作成枚数は、７⑹のとおりとする。 

オ 参考見積は、特記仕様書（案）及び提案に基づき実施する業務について、業務

内容ごとに積算した見積金額を記載する。 

⑶ 提出方法 

ア 提案書等は、必要部数を持参又は郵送（書留郵便）すること。 

イ 技術提案書提出部数 

正本１部、副本１部、電子データ（ＰＤＦ形式）※参考見積書は正本１部のみ 

⑷ 提出先 

５⑴イに同じ 

⑸ 提出期限 

令和５年１１月１０日（金）まで （午前１２時必着） 

⑹ 提出書類等 

必要書類及び様式 内容に関する留意事項 

技術提案書（表紙） 

様式第４号 

 

業務実施方針 

（様式自由） 

１ 取組姿勢を確認するため、実施方針を簡潔に記載する。 

２ 実施フローと業務全体の工程表を作成する。 

３ 仕様等に関し、代替案や課題提起等があれば、記載する。 

４ Ａ４版４ページ以内で作成する。 

特定テーマに対する

企画提案 

（様式自由） 

１ 特定テーマに対する提案を記載する。 

２ ７⑴ア・イ・ウ・エあわせてＡ４版８ページ以内（Ａ３

版は１ページでＡ４版２ページとみなす）で作成する。 

参考見積書 

（様式自由） 

１ 業務全体にかかる参考見積を作成する。 

２ 参考見積は、積算の際の参考及び候補者を選定するため

の評価項目として用いる。 
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８ 審査方法 

⑴ 手順 

プロポーザル参加資格を審査のうえ、プレゼンテーション及びヒアリング審査を

行い、契約候補者として１者を選考する。 

⑵ 審査組織 

審査及び選定は、別添４「アルプス公園南側開園部及び未整備地基本計画策定業

務委託に関する選考委員会設置要綱」に基づき設置する選考委員会によって行う。 

 

９ プレゼンテーション及びヒアリング審査 

提案内容等について、次のとおりプレゼンテーション及びヒアリング審査を行う。 

なお、参加者が５者以上の場合は、書類審査によりプレゼンテーション参加者を事

前に４者選考する。 

⑴ 実施日時 

令和５年１１月１５日（水） ９時００分から （予定） 

プレゼンテーション参加者には令和５年１１月１３日（月）までに集合時間等を

通知する。 

⑵ 場所 

松本市役所 大手事務所６階 会議室Ａ 

⑶ 出席者 

配置する管理技術者１名（義務）と他１名の合計２名までとする。 

⑷ 実施内容 

ア 出席者が提案書の内容について説明を行い、その後に審査員が質問を行う。 

イ 審査時間は４５分程度とし、プレゼンテーション時間は２０分以内、ヒアリン

グ時間は２５分程度とする。（参加者数によりプレゼンテーション時間は調整す

る） 

なお、プレゼンテーション時間を超過した場合や提案に関係の無い説明が行わ

れた場合は、プレゼンテーションの打切りや中止を行う場合がある。 

ウ 参加者が複数の場合は、提案書等の受付順に実施する。 

⑸ 利用できる機材 

ア プロジェクター 

イ パソコン 

使用の有無等についてはプレゼンテーション及びヒアリング審査参加者と個別

に調整する。 

⑹ その他 

ア 指定の時間に遅れた場合や出席しない場合は、受託の意思が無いものとみなし

て、審査対象としない。 

イ プレゼンテーションは、技術提案書に記載された内容に基づき実施する。 
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１０ 選定手続き 

⑴  評価項目及び配点 

別添５「アルプス公園南側開園部及び未整備地基本計画策定業務委託公募型プロ

ポ―ザル 審査項目及び配点」及び下表のとおりとし、５００点満点（内訳：技術

評価点４５０点（９０％）、価格評価点５０点（１０％））で評価する。 

ア 技術評価 

評価項目 配点 

予定技術

者の評価 

様式第２号 業務実施体制 

様式第３号 予定技術者の経歴 

適切な技術者配置 ５ 

専門能力 ５ 

企画提案

の評価 
様式第４号 技術提案書 

業務実施方針 

特定テーマに対する企画提案 

業務の実施方針等 ２０ 

特定テーマに対する提案 ４０ 

ヒアリング １０ 

業務実績

の評価 
様式第３号 予定技術者の経歴 

公園の活用に関する計画

策定業務 
１０ 

合   計 ９０ 

※技術評価点（４５０点満点）＝９０点×５人 

 

イ 価格評価 

評価項目 配点 

様式第４号 技術提案書  参考見積書 ５０ 

 

 

⑵ 失格要件 

ア 参加資格に定めた要件が備わっていないとき 

イ 提出書類に虚偽又は不正があったとき 

ウ 特定テーマに対する企画提案に関する記載が無い場合 

エ 参考見積額が契約限度額を超えている場合 

オ 技術評価総得点の７０％を失格基準点（３１５点）とし、これに満たない場合 

⑶ 評価基準 

ア 選考委員ごとに評価点を計算し、全ての選考委員の合計を参加者の点数とする。

ただし、価格評価は提出された参考見積書を基にした相対評価とする。 

イ その合計点数が最も高かった者を契約候補者として選考する。ただし、合計点

数の最も高い者が２者以上あるときは技術評価が最も高い者を上位とし、技術評

価が同点の場合は選考委員による多数決で順位を決定する。 

ウ 参加者が１者のみとなった場合においても、選考は要領に基づいて実施し、選

考委員会において契約候補者としての選考可否を決定する。なお、この際の価格

評価点は満点とする。 
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⑷ 提案書等の無効 

次のいずれかに該当する場合は、提出された提案書等を無効とする。 

この場合においては、評価により順位づけられた順位を繰り上げる。 

ア 提出期限を過ぎて提出された場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 審査の公平性を害する行為があった場合 

⑸ 審査結果の通知 

審査結果は、技術提案書提出者全員へ書面により通知する。 

なお、審査結果に対する問い合わせ、異議は一切認めない。ただし、候補者とし

て決定されなかった理由について、説明を求めることはできる。 

⑹ 提案の再募集 

技術評価審査の結果、全ての参加者が失格となった場合には、指名した業者を対

象に再提案を求める。 

 

１１ 契約 

契約候補者として選考した者と市は後日協議し、業務委託に係る仕様を確定した

うえで随意契約を行う。この場合において、協議が不調の場合は、評価により順位

づけられた上位の者から順に契約締結の交渉を行う。 

 

１２ その他 

⑴ 提出された書類等は返却しない。 

⑵ 提出された書類等は、本プロポーザルにおける選定以外には使用しない。 

⑶ 契約者以外の参加者による技術提案は、原則非公開とする。 

⑷ 参加者名および契約者名については、契約締結後に公開を予定している。 

⑸ 技術提案等の作成、提出並びにプレゼンテーションに要する費用については、参

加者負担とする。 

⑹ 契約者以外の提案に優れた提案があった場合、当該参加者の了承が得られれば、

採用案に取り入れることができるものとする。 

⑺ 業務実施体制に記載した予定技術者は、原則として変更できない。ただし、やむ

を得ない理由により変更する場合は、本市の承認を得たうえで同等以上の技術者を

配置するものとする。 

⑻ 参加者は、技術提案書の提出をもって本実施要領の記載内容に同意したものとす

る。 


